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自治労県職連合・自治労県職労定期大会を開催しました
現場組合員から寄せられた様々な声多くの課題改善に向けて取組みます

～誰もが安心して働くことができる労働環境、働きがいのある職場づくりをめざして～
9月19日（金）に波止場会館において、自治労県職連合第17回定期大会及び自治労県職労第44回定期大会が開催されました。
当初は9月5日（金）に開催予定のところ、台風15号の影響による大雨のため大会の順延を余儀なくされましたが、当日は多くの代議員にご出席いただきましたことを感謝いたします。

当日は2026年度活動方針や予算をはじめとした各議案について活発な議論がされ、執行部案が承認されました。

また当日は分散会を開催。それぞれの現場の状況や意見交換が行われ、貴重な情報共有の場となりました。

ここでは、当日出された主な意見をご紹介したいと思います。

分散会で出された主な意見
組織として知識やノウハウが継承されるか不安
・県税事務所に勤務している。税務職場では専門的な知識やスキルが必要であるにもかかわらず、本来であれば業務の中核を担うはずの、30～50歳くらいの中堅職員がたいへん少ない。そのため、組織として若手職員に技術やノウハウが継承されるか、非常に不安に感じている。
業務に対し人員が圧倒的に少なすぎる！

・グループリーダーの業務負担があまりにも大きすぎる。とりわけ議会対応に関するルールがないに等しく、通常業務に大きな影響が生じている。精神的な負担も大きく、もう少し業務全体が効率化されないと身体が持たない。
・今後はグループリーダーを「プレーヤー」から「マネージャー」にシフトし、次席に業務を下ろす方針といわれているが、全体の業務量が減るわけではないので、根本的な解決には繋がらないのではないかと思う。
・今年度から本庁所属に勤務しているが、業務の多さにかかわらず人員が圧倒的に少ないことを痛感している。とりわけ、グループリーダーの負担はあまりにも大きすぎて、いくら残業しても業務を消化できるとは思えないくらいだ。適正な人員配置が本当に必要だが、少なくともいまの状況が変わらない限り、自分自身はグループリーダーのポストに就きたいとは思わない。

・とにかく出先機関での人員不足が顕著で、事務が回ってない印象がある。小さい職場では課長のほかに正規の事務員が1人で、残りが非常勤という所属が多い。このため事務処理をチェックする体制が構築できず、書類ミスが多くなるという悪循環に陥っている。
職員の健康を脅かす県の熱中症対策の現状

・立入検査やパトロールなどの出張業務が多い出先機関では、事務所に冷蔵庫すら設置されていないところもある。「私的な備品を公費で買うとはいかがなものか」という古い考え方が理由のようだが、職場の熱中症対策が義務化される現在の流れと著しく乖離しており、早急に改められるべきだと切実に思う。
・一年を通じて出張用務が多いが、執務室の冷房機器の設備状況が悪いため、夏場は特に、十分に身体を休めることができない。熱中症は命に係わる危険があると言われているのに、いまの県の状況はいかがなものかと思う。
早期離職の原因はコミュニケーション不足では

・若手職員が早期に退職する事例が自分の周囲にも多くみられる。その理由は様々だと思うが、職場で面倒を見てあげられる体制が取られていないため、孤立して仕事に嫌気がさしてしまうケースがとても多いように感じる。せっかく県に入庁してくれたのにもかかわらず、人員不足や業務の多忙が原因で、十分なコミュニケーションが取れなかったために人材が離れてしまうのだとすれば、あまりにも切なく感じる。組織を維持する観点からも見直されないといけないと思う。
ぜひ会計年度任用職員の更新上限撤廃を！
・自分は会計年度任用職員だが、３年毎の更新時期になるたびに、雇用が継続されるのか不安に感じている。昨年、国では更新上限が撤廃されたというので、当然神奈川県でも撤廃されるものと思っていた。雇用の継続の不安をなくすためにも、ぜひとも見直してほしいと思う。

「働き方改革」は進んでいると思うけど…
・「働き方改革」は、意識調査などを見ても、以前より改善しているのかなとは思う。もっとも、現実には、限度時間を超える時間外勤務を行っている職員の数は増えている。調査に回答できるのは、比較的余裕のある所属や職員で、余裕のない所属や職員は回答することができず、そうした声が反映されていないのかもしれない。
誰もが仕事と家庭を両立できる支援策を！
・職業訓練校の指導員をしているので、業務の性格上テレワークができないのは仕方ないと思うが、子供を育てながら仕事と両立していくことの困難さは、他の職員と変わるものではないので、様々な支援策を充実させてほしい。

独法の県立病院では人勧実施さえ未実施！
・自分は病院に勤務しているが、独立行政法人に移行してから経営状況もよくなく、人事委員会の勧告でさえ実施されない状況だ。全国的に公立病院の赤字が目立つため、人件費の削減攻撃を受けている。また、当直明けの勤務についても、以前は、手続きなく帰ることができたのだが、現在は有給休暇を取得することになり、通算32時間、職場に拘束される状況になっている。
その他の参加者からのご意見です！
・現場では公用車を運転できる職員が限られているため、特定の職員に運転業務が偏ってしまい、とても不公平に感じている。

・訓練校の指導員をしているが、再任用職員となってからも、自分の専門分野以外の業務を担わされることが多く、とても負担を感じる。

・県では、職員向けのカスタマーハラスメント対策を開始し記者発表したが、以前と状況は変わっているようには思えず、電話で1～2時間苦情を言われ続けることが度々ある。
・総務局の所属のため、各課が主催するイベントに巻き込まれることが多く、無理やり押し付けられていると感じている職員も多くいるように思う。
・自分は土木の技術職だが、台風などの被害が起きると人が足りず、常に目いっぱいの状況だ。時間外勤務がありきのように思え、非常につらい。

・所属に配置されている職員が少ないにもかかわらず、同僚には育児や介護に追われている職員が多くいる。そのため、自分は常に休みがとりにくく感じている。

・業務に関して覚えるべき資料が多いが、勤務時間内に調べ物ができる環境にはなく、個人の時間を割いて何とか対応している。

・独法で導入した業務システムが、民間のソフトを活用したもので使いづらく、何とかしてほしい。

10月1日から旅費制度が変わりました！
すでに皆さんご承知の通り、2025年10月1日から旅費制度が改正となりました。
そもそも、年度途中での制度改正については、現場の混乱をもたらすとして反対してきましたが、あくまでも早期の改正にこだわる当局が「責任をもって職員に丁寧に説明する。」とし、改正に踏み切ったものです。

早速、改正初日から全庁掲示板に、一部システムの不具合が発生した旨の事務連絡が記載されていましたが（その後、メンテナンス完了したようです）、今後も困った事象が起きた場合には、自治労県職労へご連絡ください！
＜主な改正点＞

○距離１㎞未満でも、旅客運賃等が発生する場合には実費額が支給されます。
○旅行雑費（120円）が廃止されました。

○出張時の業務終了連絡は不要になりました。

○旅費が生じない出張のシステム入力が不要になりました。

※詳しくは、人事課ポータルで確認ください

